
　　　年　　　月　　　日　
愛知県知事　殿

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　
代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　
地域自主防犯活動活発化事業　実施企画提案書
１　応募内容
	応 募 事 業

応募する事業に〇を付して
ください。

※侵入盗又は自動車盗の犯罪に特化した事業でも、双方の犯罪への対策を組み合せた事業でも可
	１　特殊詐欺対策事業
２　若者世代の地域防犯参画事業
３　侵入盗対策事業
４　自動車盗対策事業

５　子供、女性の安全対策事業

	　　　　　　　　　　　　　　　　　
取 組 内 容

　※特殊詐欺対策事業は取組内容を指定しません。

　※侵入盗対策及び自動車盗対策事業の場合、Ａ～Ｅの５つの取組の視点から、２つ以上の取組を組み合わせて企画・実施
　※子供、女性の安全対策事業は、Ａ・Ｂの２つの取組の視点から、１つ以上の取組を含めて企画・実施
	１　特殊詐欺対策事業
　２　若者世代の地域防犯参画事業
３　侵入盗対策及び自動車盗対策事業
（下記Ａ～Ｅより２つ以上に○を付けてください。）
Ａ　　活動活発化

Ｂ　　防犯啓発・人材育成

Ｃ　　地域連携・広域の連携活動

Ｄ　　挨拶・声かけ運動
Ｅ　　犯罪防止環境整備
４　子供、女性の安全対策事業

（下記Ａ・Ｂより１つ以上に○を付けてください。）
Ａ　　活動活発化

Ｂ　　防犯啓発・人材育成

	事 業 の 名 称
	

	経 費 の 額（税込み）
	円

	応 募 目 的
	

	応 募 事 業 内 容
	


２　団体の概要
	活  動  者  数
	

	年  間  予  算
	

	現在までの活動
内容・実績
	


	連絡担当者
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ふりがな),氏名)　　　

	
	郵便番号

住　所　　　

	
	ＴＥＬ　　　　－　　－

ＦＡＸ　　　　－　　－

E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


３　スケジュール
	８月
	

	９月
	

	１０月
	

	１１月
	

	１２月
	

	備    考
	


４　事業費積算書
（１）特殊詐欺対策事業
	項目
	金額（円）
	内訳

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	積算合計（税込み）
	
	


（備考）

　・１団体当たり20万円（消費税相当額含む）が上限です。（取組内容は指定しません。）
　・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（取得金額が10万円以上（消費税込）かつ使用可能期間（法定耐用年数）が１年以上のもの）を積算に含めることはできません。

　・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

　・行が不足する場合は適宜追加等してください。
（２）若者世代の地域防犯参画事業
　
	項目
	金額（円）
	内訳

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	積算合計（税込み）
	
	


（備考）

　・１団体当たり25万円（消費税相当額含む）が上限です。（取組内容は指定しません。）
　・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（取得金額が10万円以上（消費税込）かつ使用可能期間（法定耐用年数）が１年以上のもの）を積算に含めることはできません。

　・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

　・行が不足する場合は適宜追加等してください。
（３）侵入盗対策事業及び自動車盗対策事業
	取組の視点
	項目
	金額（円）
	内訳

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（税込み）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（税込み）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（税込み）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（税込み）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（税込み）
	
	

	積算合計（税込み）
	
	


（備考）

　・Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの取組は上限15万円、Ｅの取組は20万円で１団体当たり25万円が上限です。（消費税相当額含む）
　・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（取得金額が10万円以上（消費税込）かつ使用可能期間（法定耐用年数）が１年以上のもの）を積算に含めることはできません。

　・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

　・行が不足する場合は適宜追加等してください。
（４）子供、女性の安全対策事業
	項目
	金額（円）
	内訳

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	積算合計（税込み）
	
	


　（備考）

　・１団体当たり20万円（消費税相当額含む）が上限です。（取組内容は指定しません。）
　・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（取得金額が10万円以上（消費税込）かつ使用可能期間（法定耐用年数）が１年以上のもの）を積算に含めることはできません。

　・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

　・行が不足する場合は適宜追加等してください。
別紙２









